
労
働
安
全
衛
生
規
則
及
び
産
業
安
全
専
門
官
及
び
労
働
衛
生
専
門
官
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

一

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

１

二

産
業
安
全
専
門
官
及
び
労
働
衛
生
専
門
官
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

12



一

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

【
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
統
括
管
理
す
る
業
務
）

（
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
統
括
管
理
す
る
業
務
）

第
三
条
の
二

法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、

第
三
条
の
二

法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項

二

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
そ
の

の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
に

結
果
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

関
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

（
安
全
委
員
会
の
付
議
事
項
）

（
安
全
委
員
会
の
付
議
事
項
）

第
二
十
一
条

法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
労
働
者
の
危
険
の
防
止
に
関
す
る

第
二
十
一
条

法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
労
働
者
の
危
険
の
防
止
に
関
す
る

重
要
事
項
に
は
、
次
の
事
項
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

重
要
事
項
に
は
、
次
の
事
項
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項

二

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
そ
の

の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
の

結
果
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
の
う
ち
、
安
全
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

う
ち
、
安
全
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

（
衛
生
委
員
会
の
付
議
事
項
）

（
衛
生
委
員
会
の
付
議
事
項
）

第
二
十
二
条

法
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
労
働
者
の
健
康
障
害
の
防
止
及
び

第
二
十
二
条

法
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
労
働
者
の
健
康
障
害
の
防
止
及
び

健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
重
要
事
項
に
は
、
次
の
事
項
が
含
ま
れ
る
も
の
と

健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
重
要
事
項
に
は
、
次
の
事
項
が
含
ま
れ
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。



- 1 -

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項

二

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
そ
の

の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
の

結
果
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
の
う
ち
、
衛
生
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

う
ち
、
衛
生
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

五

法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

五

法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
行
わ
れ
る
有
害
性
の
調
査
並
び
に
そ
の
結
果
に
対
す
る
対
策
の
樹
立
に
関

り
行
わ
れ
る
有
害
性
の
調
査
並
び
に
そ
の
結
果
に
対
す
る
対
策
の
樹
立
に
関

す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

六
～
十
一

（
略
）

六
～
十
一

（
略
）

第
二
十
四
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
事
業
場
に
お
け
る
安
全
衛
生
の
水
準
の

第
二
十
四
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
事
業
場
に
お
け
る
安
全
衛
生
の
水
準
の

向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
事
業
者
が
一
連
の
過
程
を
定
め
て
行
う
次
に

向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
事
業
者
が
一
連
の
過
程
を
定
め
て
行
う
次
に

掲
げ
る
自
主
的
活
動
を
促
進
す
る
た
め
必
要
な
指
針
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き

掲
げ
る
自
主
的
活
動
を
促
進
す
る
た
め
必
要
な
指
針
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項

二

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
そ
の

の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置

結
果
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
危
険
有
害
化
学
物
質
等
に
関
す
る
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
表
示
等
）

（
危
険
有
害
化
学
物
質
等
に
関
す
る
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
表
示
等
）

第
二
十
四
条
の
十
四

化
学
物
質
、
化
学
物
質
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
労
働

第
二
十
四
条
の
十
四

化
学
物
質
、
化
学
物
質
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
労
働

者
に
対
す
る
危
険
又
は
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
で
厚
生
労
働
大

者
に
対
す
る
危
険
又
は
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
で
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
も
の
（
令
第
十
八
条
各
号
及
び
令
別
表
第
三
第
一
号
に
掲
げ
る
物

臣
が
定
め
る
も
の
（
令
第
十
八
条
各
号
及
び
令
別
表
第
三
第
一
号
に
掲
げ
る
物

を
除
く
。
次
項
及
び
第
二
十
四
条
の
十
六
に
お
い
て
「
危
険
有
害
化
学
物
質
等

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
危
険
有
害
化
学
物
質
等
」
と
い

」
と
い
う
。
）
を
容
器
に
入
れ
、
又
は
包
装
し
て
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る

う
。
）
を
容
器
に
入
れ
、
又
は
包
装
し
て
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
は
、

者
は
、
そ
の
容
器
又
は
包
装
（
容
器
に
入
れ
、
か
つ
、
包
装
し
て
、
譲
渡
し
、

そ
の
容
器
又
は
包
装
（
容
器
に
入
れ
、
か
つ
、
包
装
し
て
、
譲
渡
し
、
又
は
提

又
は
提
供
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
容
器
）
に
次
に
掲
げ
る
も
の
を
表
示

供
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
容
器
）
に
次
に
掲
げ
る
も
の
を
表
示
す
る
よ



- 2 -

す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項

一

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

名
称

イ

名
称

（
削
る
）

ロ

成
分

ロ

人
体
に
及
ぼ
す
作
用

ハ

人
体
に
及
ぼ
す
作
用

ハ

貯
蔵
又
は
取
扱
い
上
の
注
意

ニ

貯
蔵
又
は
取
扱
い
上
の
注
意

ニ

表
示
を
す
る
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
）
、
住
所
及

ホ

表
示
を
す
る
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
）
、
住
所
及

び
電
話
番
号

び
電
話
番
号

ホ

注
意
喚
起
語

ヘ

注
意
喚
起
語

ヘ

安
定
性
及
び
反
応
性

ト

安
定
性
及
び
反
応
性

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
二
十
四
条
の
十
五

特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
（
化
学
物
質
、
化
学
物
質
を

第
二
十
四
条
の
十
五

特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
（
危
険
有
害
化
学
物
質
等
（

含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
労
働
者
に
対
す
る
危
険
又
は
健
康
障
害
を
生
ず
る
お

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
対
象
物
を
除
く
。
）
を
い
う
。

そ
れ
の
あ
る
物
で
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
文
書
の

項
に
規
定
す
る
通
知
対
象
物
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

交
付
又
は
相
手
方
の
事
業
者
が
承
諾
し
た
方
法
に
よ
り
特
定
危
険
有
害
化
学
物

お
い
て
同
じ
。
）
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
は
、
文
書
の
交
付
又
は
相
手

質
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
あ
つ
て
は

方
の
事
業
者
が
承
諾
し
た
方
法
に
よ
り
特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
に
関
す
る

、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
。
）
を
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る

次
に
掲
げ
る
事
項
（
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項

相
手
方
の
事
業
者
に
通
知
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
。
）
を
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
相
手
方
の
事
業

一
～
十
一

（
略
）

者
に
通
知
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

２

（
略
）

（
名
称
等
を
表
示
す
べ
き
危
険
物
及
び
有
害
物
）

（
名
称
等
を
表
示
す
べ
き
危
険
物
及
び
有
害
物
）

第
三
十
条

令
第
十
八
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
は
、
別
表
第
二

第
三
十
条

令
第
十
八
条
第
三
十
九
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
は
、
別
表
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の
上
欄
に
掲
げ
る
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
同
欄
に
掲
げ
る
物
の
含

第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
同
欄
に
掲
げ
る
物

有
量
が
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
値
で
あ
る
物
並
び
に
四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
含
有
す

の
含
有
量
が
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
値
で
あ
る
物
及
び
同
表
の
備
考
欄
に
掲
げ

る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
に
限
る
。
）
及
び
ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン

る
物
を
除
く
。
）
と
す
る
。

を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
九
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
不
揮
発
性
で
水

に
溶
け
な
い
鈍
感
剤
で
鈍
性
化
し
た
物
で
あ
つ
て
、
ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン
の
含

有
量
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ

し
、
運
搬
中
及
び
貯
蔵
中
に
お
い
て
固
体
以
外
の
状
態
に
な
ら
ず
、
か
つ
、
粉

状
に
な
ら
な
い
物
（
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を

除
く
。

一

危
険
物
（
令
別
表
第
一
に
掲
げ
る
危
険
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二

危
険
物
以
外
の
可
燃
性
の
物
等
爆
発
又
は
火
災
の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
の

あ
る
物

三

酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
、
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
等
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の

物
で
あ
つ
て
皮
膚
に
対
し
て
腐
食
の
危
険
を
生
ず
る
も
の

第
三
十
一
条

令
第
十
八
条
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
は
、
次
に
掲

第
三
十
一
条

令
第
十
八
条
第
四
十
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
は
、
次
に

げ
る
物
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
た
だ
し
書
の
物
を
除
く
。

掲
げ
る
物
と
す
る
。

一

ジ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、

一

ジ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、

ジ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン

ジ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
の
含
有
量
が
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
で

ト
以
上
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
も
の

あ
る
も
の

二
～
七

（
略
）

二
～
七

（
略
）

（
名
称
等
の
表
示
）

（
名
称
等
の
表
示
）

第
三
十
二
条

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
当
該
容
器
又
は

第
三
十
二
条

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
当
該
容
器
又
は

包
装
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
表
示
事
項
等

包
装
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
表
示
事
項
等

」
と
い
う
。
）
を
印
刷
し
、
又
は
表
示
事
項
等
を
印
刷
し
た
票
箋
を
貼
り
付
け

」
と
い
う
。
）
を
印
刷
し
、
又
は
表
示
事
項
等
を
印
刷
し
た
票
せ
ん
を
は
り
つ

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
容
器
又
は
包
装
に
表
示
事
項
等

け
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
容
器
又
は
包
装
に
表
示
事
項
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の
全
て
を
印
刷
し
、
又
は
表
示
事
項
等
の
全
て
を
印
刷
し
た
票
箋
を
貼
り
付
け

等
の
す
べ
て
を
印
刷
し
、
又
は
表
示
事
項
等
の
す
べ
て
を
印
刷
し
た
票
せ
ん
を

る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
表
示
事
項
等
の
う
ち
同
項
第
一
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で

は
り
つ
け
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
表
示
事
項
等
の
う
ち
同
項
第
一
号
ハ
か

及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
印
刷
し
た
票
箋
を

ら
ホ
ま
で
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
印
刷
し

容
器
又
は
包
装
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
票
せ
ん
を
容
器
又
は
包
装
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
三
十
三
条

法
第
五
十
七
条
第
一
項
第
一
号
ニ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

第
三
十
三
条

法
第
五
十
七
条
第
一
項
第
一
号
ホ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
名
称
等
を
通
知
す
べ
き
危
険
物
及
び
有
害
物
）

（
名
称
等
を
通
知
す
べ
き
危
険
物
及
び
有
害
物
）

第
三
十
四
条
の
二

令
第
十
八
条
の
二
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
は

第
三
十
四
条
の
二

令
別
表
第
九
第
六
百
三
十
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
同
欄
に
掲

物
は
、
別
表
第
二
の
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（

げ
る
物
の
含
有
量
が
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
値
で
あ
る
物
及
び
ニ
ト
ロ
グ
リ
セ

同
欄
に
掲
げ
る
物
の
含
有
量
が
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
値
で
あ
る
物
及
び
同
表

リ
ン
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
九
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
不
揮
発
性

の
備
考
欄
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。
）
と
す
る
。

で
水
に
溶
け
な
い
鈍
感
剤
で
鈍
性
化
し
た
物
で
あ
つ
て
、
ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン

の
含
有
量
が
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
と
す

る
。

第
三
十
四
条
の
二
の
二

令
第
十
八
条
の
二
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
三
十
四
条
の
二
の
二

令
別
表
第
九
第
六
百
三
十
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

物
は
、
次
に
掲
げ
る
物
と
す
る
。

め
る
物
は
、
次
に
掲
げ
る
物
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二
の
六

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
事
項
の
う
ち
、

第
三
十
四
条
の
二
の
六

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
事
項
の
う
ち
、

成
分
の
含
有
量
に
つ
い
て
は
、
令
別
表
第
三
第
一
号
１
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る

成
分
の
含
有
量
に
つ
い
て
は
、
令
別
表
第
三
第
一
号
１
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る

物
及
び
令
別
表
第
九
に
掲
げ
る
物
ご
と
に
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
を
通
知
し
な
け
れ

物
及
び
令
別
表
第
九
第
一
号
か
ら
第
六
百
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
ご
と
に

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
の
通
知
は
、
十
パ
ー
セ

重
量
パ
ー
セ
ン
ト
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
重
量
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ン
ト
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
数
値
と
当
該
端
数
を
切
り
上
げ
た
数
値
と
の

パ
ー
セ
ン
ト
の
通
知
は
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
数
値
と

範
囲
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
端
数
を
切
り
上
げ
た
数
値
と
の
範
囲
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
調
査
対
象
物
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
の
実
施
時
期
等
）

第
三
十
四
条
の
二
の
七

法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等

（
新
設
）

の
調
査
（
主
と
し
て
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
製
品
に
係
る
も
の

を
除
く
。
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
調
査
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に

掲
げ
る
時
期
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一

令
第
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
物
及
び
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
通
知
対
象
物
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
調
査
対
象
物
」
と

い
う
。
）
を
原
材
料
等
と
し
て
新
規
に
採
用
し
、
又
は
変
更
す
る
と
き
。

二

調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
係
る
作
業
の
方
法
又
は

手
順
を
新
規
に
採
用
し
、
又
は
変
更
す
る
と
き
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
調
査
対
象
物
に
よ
る
危
険
性
又
は
有
害

性
等
に
つ
い
て
変
化
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

２

調
査
は
、
調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
ご
と
に
、
次
に
掲

げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
（
調
査
の
う
ち
危
険
性
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第

一
号
又
は
第
三
号
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
方
法
に
限
る

。
）
に
よ
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
方
法
の
併
用
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
調
査
対
象
物
が
当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
し
、

又
は
当
該
調
査
対
象
物
に
よ
り
当
該
労
働
者
の
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ

の
程
度
及
び
当
該
危
険
又
は
健
康
障
害
の
程
度
を
考
慮
す
る
方
法

二

当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
が
当
該
調
査
対
象
物
に
さ
ら
さ
れ
る
程
度

及
び
当
該
調
査
対
象
物
の
有
害
性
の
程
度
を
考
慮
す
る
方
法

三

前
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法

（
調
査
の
結
果
等
の
周
知
）
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第
三
十
四
条
の
二
の
八

事
業
者
は
、
調
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

（
新
設
）

項
を
、
前
条
第
二
項
の
調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事

す
る
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
調
査
対
象
物
の
名
称

二

当
該
業
務
の
内
容

三

当
該
調
査
の
結
果

四

当
該
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
事
業
者
が
講
ず
る
労
働
者
の
危
険
又
は
健
康

障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
の
内
容

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。

一

当
該
調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
各
作
業
場
の
見
や
す
い
場

所
に
常
時
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と
。

二

書
面
を
、
当
該
調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
す

る
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

三

磁
気
テ
ー
プ
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
物
に
記
録
し
、

か
つ
、
当
該
調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
各
作
業
場
に
、
当
該

調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
が
当
該

記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を
設
置
す
る
こ
と
。

（
指
針
の
公
表
）

第
三
十
四
条
の
二
の
九

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
七
条
の
三
第
三
項

（
新
設
）

の
規
定
に
よ
る
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
有
害
性
の
調
査
）

（
有
害
性
の
調
査
）

第
三
十
四
条
の
三

法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
害
性
の
調
査

第
三
十
四
条
の
三

法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
害
性
の
調
査

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

（
新
規
化
学
物
質
の
名
称
、
有
害
性
の
調
査
の
結
果
等
の
届
出
）

（
新
規
化
学
物
質
の
名
称
、
有
害
性
の
調
査
の
結
果
等
の
届
出
）

第
三
十
四
条
の
四

法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う

第
三
十
四
条
の
四

法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
号
の
三
に
よ
る
届
書
に
、
当
該
届
出
に
係
る
同
項
に

と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
号
の
三
に
よ
る
届
書
に
、
当
該
届
出
に
係
る
同
項
に

規
定
す
る
新
規
化
学
物
質
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
新
規
化
学
物
質
」
と
い

規
定
す
る
新
規
化
学
物
質
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
新
規
化
学
物
質
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
行
つ
た
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
害
性
の
調
査
の
結
果
を

う
。
）
に
つ
い
て
行
つ
た
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
害
性
の
調
査
の
結
果
を

示
す
書
面
、
当
該
有
害
性
の
調
査
が
同
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

示
す
書
面
、
当
該
有
害
性
の
調
査
が
同
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

基
準
を
具
備
し
て
い
る
試
験
施
設
等
に
お
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

基
準
を
具
備
し
て
い
る
試
験
施
設
等
に
お
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

及
び
当
該
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
予
定
さ
れ
て
い
る
製
造
又
は
取
扱
い
の
方

及
び
当
該
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
予
定
さ
れ
て
い
る
製
造
又
は
取
扱
い
の
方

法
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

法
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

(

労
働
者
が
新
規
化
学
物
質
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
旨
の
厚
生
労
働
大

(

労
働
者
が
新
規
化
学
物
質
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
旨
の
厚
生
労
働
大

臣
の
確
認
の
申
請
等)

臣
の
確
認
の
申
請
等)

第
三
十
四
条
の
五

法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
確
認
を
受
け
よ
う
と

第
三
十
四
条
の
五

法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
確
認
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
確
認
に
基
づ
き
最
初
に
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸

す
る
者
は
、
当
該
確
認
に
基
づ
き
最
初
に
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸

入
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
様
式
第
四
号
の
四
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
新

入
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
様
式
第
四
号
の
四
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
新

規
化
学
物
質
に
つ
い
て
予
定
さ
れ
て
い
る
製
造
又
は
取
扱
い
の
方
法
を
記
載
し

規
化
学
物
質
に
つ
い
て
予
定
さ
れ
て
い
る
製
造
又
は
取
扱
い
の
方
法
を
記
載
し

た
書
面
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
書
面
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
の
七

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の

第
三
十
四
条
の
七

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の

確
認
を
し
た
後
に
お
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
そ
の
他
の
資
料
に
よ
り

確
認
を
し
た
後
に
お
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
そ
の
他
の
資
料
に
よ
り

労
働
者
が
新
規
化
学
物
質
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
至
つ
た

労
働
者
が
新
規
化
学
物
質
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
至
つ
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
確
認
を
取
り
消
し
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
に
係
る

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
確
認
を
取
り
消
し
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
に
係
る

事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
新
規
化
学
物
質
の
有
害
性
が
な
い
旨
の
厚
生
労
働
大
臣
の
確
認
の
申
請
）

（
新
規
化
学
物
質
の
有
害
性
が
な
い
旨
の
厚
生
労
働
大
臣
の
確
認
の
申
請
）

第
三
十
四
条
の
八

法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
確
認
を
受
け
よ
う
と

第
三
十
四
条
の
八

法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
確
認
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
確
認
に
基
づ
き
最
初
に
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸

す
る
者
は
、
当
該
確
認
に
基
づ
き
最
初
に
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸

入
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
様
式
第
四
号
の
四
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
新

入
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
様
式
第
四
号
の
四
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
新

規
化
学
物
質
に
関
し
既
に
得
ら
れ
て
い
る
次
条
の
有
害
性
が
な
い
旨
の
知
見
等

規
化
学
物
質
に
関
し
既
に
得
ら
れ
て
い
る
次
条
の
有
害
性
が
な
い
旨
の
知
見
等

を
示
す
書
面
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
示
す
書
面
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
有
害
性
）

（
法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
有
害
性
）

第
三
十
四
条
の
九

法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

第
三
十
四
条
の
九

法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
有
害
性
は
、
が
ん
原
性
と
す
る
。

め
る
有
害
性
は
、
が
ん
原
性
と
す
る
。

（
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
）

（
法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
）

第
三
十
四
条
の
十
三

法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

第
三
十
四
条
の
十
三

法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
き
は
、
本
邦
の
地
域
内
に
お
い
て
労
働
者
に
小
分
け
、
詰
め
替
え
等

定
め
る
と
き
は
、
本
邦
の
地
域
内
に
お
い
て
労
働
者
に
小
分
け
、
詰
め
替
え
等

の
作
業
を
行
わ
せ
な
い
と
き
等
労
働
者
が
新
規
化
学
物
質
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ

の
作
業
を
行
わ
せ
な
い
と
き
等
労
働
者
が
新
規
化
学
物
質
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ

れ
が
な
い
と
き
と
す
る
。

れ
が
な
い
と
き
と
す
る
。

（
新
規
化
学
物
質
の
名
称
の
公
表
）

（
新
規
化
学
物
質
の
名
称
の
公
表
）

第
三
十
四
条
の
十
四

法
第
五
十
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
新
規
化
学
物

第
三
十
四
条
の
十
四

法
第
五
十
七
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
新
規
化
学
物

質
の
名
称
の
公
表
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
又
は
同
項
第

質
の
名
称
の
公
表
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
又
は
同
項
第

二
号
の
確
認
を
し
た
後
一
年
以
内
に
（
当
該
新
規
化
学
物
質
に
関
し
て
特
許
法

二
号
の
確
認
を
し
た
後
一
年
以
内
に
（
当
該
新
規
化
学
物
質
に
関
し
て
特
許
法

（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

願
書
の
提
出
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
六
十
四
条
第
一
項

願
書
の
提
出
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
六
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
出
願
公
開
又
は
同
法
第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
許

の
規
定
に
よ
る
出
願
公
開
又
は
同
法
第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
許

公
報
へ
の
掲
載
が
な
さ
れ
た
後
速
や
か
に
）
、
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

公
報
へ
の
掲
載
が
な
さ
れ
た
後
速
や
か
に
）
、
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
学
識
経
験
者
か
ら
の
意
見
聴
取
）

（
学
識
経
験
者
か
ら
の
意
見
聴
取
）

第
三
十
四
条
の
十
五

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
五
十
七
条
の
四
第
四
項
の
規
定

第
三
十
四
条
の
十
五

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
五
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
く
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
条
の
変
異
原
性

に
よ
り
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
く
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
条
の
変
異
原
性

試
験
等
結
果
検
討
委
員
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
か
ら
、
検

試
験
等
結
果
検
討
委
員
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
か
ら
、
検

討
す
べ
き
内
容
に
応
じ
て
、
検
討
委
員
を
指
名
し
、
そ
の
者
の
意
見
を
聴
く
も

討
す
べ
き
内
容
に
応
じ
て
、
検
討
委
員
を
指
名
し
、
そ
の
者
の
意
見
を
聴
く
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
労
働
政
策
審
議
会
へ
の
報
告
）

（
労
働
政
策
審
議
会
へ
の
報
告
）

第
三
十
四
条
の
十
七

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
五
十
七
条
の
四
第
四
項
の
規
定

第
三
十
四
条
の
十
七

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
五
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
新
規
化
学
物
質
の
有
害
性
の
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
学
識
経
験
者
の
意

に
よ
り
新
規
化
学
物
質
の
有
害
性
の
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
学
識
経
験
者
の
意

見
を
聴
い
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
新
規

見
を
聴
い
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
新
規

化
学
物
質
の
名
称
の
公
表
後
一
年
以
内
に
、
労
働
政
策
審
議
会
に
報
告
す
る
も

化
学
物
質
の
名
称
の
公
表
後
一
年
以
内
に
、
労
働
政
策
審
議
会
に
報
告
す
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
化
学
物
質
の
有
害
性
の
調
査
の
指
示
）

（
化
学
物
質
の
有
害
性
の
調
査
の
指
示
）

第
三
十
四
条
の
十
八

法
第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
同

第
三
十
四
条
の
十
八

法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
同

項
に
規
定
す
る
有
害
性
の
調
査
を
行
う
べ
き
化
学
物
質
の
名
称
、
当
該
調
査
を

項
に
規
定
す
る
有
害
性
の
調
査
を
行
う
べ
き
化
学
物
質
の
名
称
、
当
該
調
査
を

行
う
べ
き
理
由
、
当
該
調
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に

行
う
べ
き
理
由
、
当
該
調
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
者
）

（
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
者
）

第
三
十
四
条
の
十
九

法
第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
三
十
四
条
の
十
九

法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

事
業
者
は
、
が
ん
そ
の
他
の
重
度
の
健
康
障
害
を
労
働
者
に
生
ず
る
お
そ
れ
の

事
業
者
は
、
が
ん
そ
の
他
の
重
度
の
健
康
障
害
を
労
働
者
に
生
ず
る
お
そ
れ
の

あ
る
化
学
物
質
を
製
造
し
、
輸
入
し
、
又
は
使
用
し
た
こ
と
の
あ
る
事
業
者
と

あ
る
化
学
物
質
を
製
造
し
、
輸
入
し
、
又
は
使
用
し
た
こ
と
の
あ
る
事
業
者
と

す
る
。

す
る
。
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（
準
用
）

（
準
用
）

第
三
十
四
条
の
二
十

第
三
十
四
条
の
十
五
及
び
第
三
十
四
条
の
十
六
の
規
定
は

第
三
十
四
条
の
二
十

第
三
十
四
条
の
十
五
及
び
第
三
十
四
条
の
十
六
の
規
定
は

、
法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
く
場

、
法
第
五
十
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
く
場

合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
変
異
原
性
試
験

合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
変
異
原
性
試
験

等
結
果
検
討
委
員
候
補
者
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
が
ん
原
性
試
験
指
示
検
討
委

等
結
果
検
討
委
員
候
補
者
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
が
ん
原
性
試
験
指
示
検
討
委

員
候
補
者
名
簿
」
と
、
第
三
十
四
条
の
十
六
中
「
変
異
原
性
試
験
等
結
果
検
討

員
候
補
者
名
簿
」
と
、
第
三
十
四
条
の
十
六
中
「
変
異
原
性
試
験
等
結
果
検
討

委
員
候
補
者
」
と
あ
る
の
は
「
が
ん
原
性
試
験
指
示
検
討
委
員
候
補
者
」
と
読

委
員
候
補
者
」
と
あ
る
の
は
「
が
ん
原
性
試
験
指
示
検
討
委
員
候
補
者
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
労
働
政
策
審
議
会
へ
の
報
告
）

（
労
働
政
策
審
議
会
へ
の
報
告
）

第
三
十
四
条
の
二
十
一

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規

第
三
十
四
条
の
二
十
一

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
示
に
基
づ
き
化
学
物
質
の
有
害
性
の
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
事
業

定
に
よ
る
指
示
に
基
づ
き
化
学
物
質
の
有
害
性
の
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
事
業

者
か
ら
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
当
該
報
告
を
受
け
た
後
一
年
以

者
か
ら
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
当
該
報
告
を
受
け
た
後
一
年
以

内
に
労
働
政
策
審
議
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

内
に
労
働
政
策
審
議
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
職
長
等
の
教
育
）

（
職
長
等
の
教
育
）

第
四
十
条

法
第
六
十
条
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と

第
四
十
条

法
第
六
十
条
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項

一

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
そ
の

の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
に

結
果
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

関
す
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
）

（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
）

第
八
十
七
条

法
第
八
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措

第
八
十
七
条

法
第
八
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措

置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。
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一

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項

一

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
そ
の

の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置

結
果
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
十
四
条
の
二
の
指
針
に
従
つ
て
事
業

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
十
四
条
の
二
の
指
針
に
従
つ
て
事
業

者
が
行
う
自
主
的
活
動

者
が
行
う
自
主
的
活
動

（
金
属
溶
解
炉
に
金
属
く
ず
を
入
れ
る
作
業
）

（
金
属
溶
解
炉
に
金
属
く
ず
を
入
れ
る
作
業
）

第
二
百
五
十
四
条

事
業
者
は
、
金
属
の
溶
解
炉
に
金
属
く
ず
を
入
れ
る
作
業
を

第
二
百
五
十
四
条

事
業
者
は
、
金
属
の
溶
解
炉
に
金
属
く
ず
を
入
れ
る
作
業
を

行
な
う
と
き
は
、
水
蒸
気
爆
発
そ
の
他
の
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
金
属

行
な
う
と
き
は
、
水
蒸
気
爆
発
そ
の
他
の
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
金
属

く
ず
に
水
、
火
薬
類
、
危
険
物
、
密
閉
さ
れ
た
容
器
等
が
は
い
つ
て
い
な
い
こ

く
ず
に
水
、
火
薬
類
、
危
険
物
（
令
別
表
第
一
に
掲
げ
る
危
険
物
を
い
う
。
以

と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。

下
同
じ
。
）
、
密
閉
さ
れ
た
容
器
等
が
は
い
つ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後

で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。

別
表
第
二
（
第
三
十
条
及
び
第
三
十
四
条
の
二
関
係
）

別
表
第
二
（
第
三
十
条
関
係
）

（
別
添
１
）

（
略
）

（
削
る
）

別
表
第
二
の
二
（
第
三
十
四
条
の
二
関
係
）

（
略
）

様
式
第

号
の
２
の
３
（
第

条
の
３
の
２
関
係
）

様
式
第

号
の
２
の
３
（
第

条
の
３
の
２
関
係
）

21

95

21

95

（
別
添
２
）

（
略
）
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二

産
業
安
全
専
門
官
及
び
労
働
衛
生
専
門
官
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

【
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
記
様
式

別
記
様
式

（
別
添
３
）

（
略
）



一
頁

別
添
１

別
表
第
二
（
第
三
十
条
、
第
三
十
四
条
の
二
関
係
）

第
三
十
条
に
規
定
す
る
含

第
三
十
四
条
の
二
に
規
定

物

有
量
（
重
量
パ
ー
セ
ン
ト

す
る
含
有
量
（
重
量
パ
ー

）

セ
ン
ト
）

ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ク
リ
ル
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ク
リ
ル
酸
エ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ク
リ
ル
酸
ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ク
リ
ル
酸
二
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ク
リ
ル
酸
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ク
ロ
レ
イ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



二
頁

ア
ジ
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ジ
ピ
ン
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ジ
ポ
ニ
ト
リ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
セ
チ
ル
サ
リ
チ
ル
酸
（
別
名
ア
ス
ピ
リ
ン
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
セ
ト
ア
ミ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
セ
ト
ニ
ト
リ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
セ
ト
フ
ェ
ノ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
セ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
セ
ト
ン
シ
ア
ノ
ヒ
ド
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ニ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ミ
ド
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
ア
ミ
ノ
エ
タ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
―
ア
ミ
ノ
―
六
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
―
三
―
メ
チ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



三
頁

ル
チ
オ
―
一
・
二
・
四
―
ト
リ
ア
ジ
ン
―
五
（
四
Ｈ
）
―

オ
ン
（
別
名
メ
ト
リ
ブ
ジ
ン
）

三
―
ア
ミ
ノ
―
一
Ｈ
―
一
・
二
・
四
―
ト
リ
ア
ゾ
ー
ル
（

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

別
名
ア
ミ
ト
ロ
ー
ル
）

四
―
ア
ミ
ノ
―
三
・
五
・
六
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
ピ
リ
ジ
ン
―

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
カ
ル
ボ
ン
酸
（
別
名
ピ
ク
ロ
ラ
ム
）

二
―
ア
ミ
ノ
ピ
リ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

亜
硫
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
リ
ル
ア
ル
コ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
―
ア
リ
ル
オ
キ
シ
―
二
・
三
―
エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
パ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
リ
ル
水
銀
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
リ
ル
―
ノ
ル
マ
ル
―
プ
ロ
ピ
ル
ジ
ス
ル
フ
ィ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

亜
り
ん
酸
ト
リ
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ル
キ
ル
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



四
頁

ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三
―
（
ア
ル
フ
ァ
―
ア
セ
ト
ニ
ル
ベ
ン
ジ
ル
）
―
四
―
ヒ

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ド
ロ
キ
シ
ク
マ
リ
ン
（
別
名
ワ
ル
フ
ァ
リ
ン
）

ア
ル
フ
ァ
・
ア
ル
フ
ァ
―
ジ
ク
ロ
ロ
ト
ル
エ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ル
フ
ァ
―
メ
チ
ル
ス
チ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
水
溶
性
塩

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ン
チ
モ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
（
三
酸
化
二
ア
ン
チ
モ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

を
除
く
。
）

ア
ン
モ
ニ
ア

〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三
―
イ
ソ
シ
ア
ナ
ト
メ
チ
ル
―
三
・
五
・
五
―
ト
リ
メ
チ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
＝
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト

イ
ソ
シ
ア
ン
酸
メ
チ
ル

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

イ
ソ
プ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ニ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



五
頁

Ｎ
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ノ
ホ
ス
ホ
ン
酸
Ｏ
―
エ
チ
ル
―

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｏ
―
（
三
―
メ
チ
ル
―
四
―
メ
チ
ル
チ
オ
フ
ェ
ニ
ル
）
（

別
名
フ
ェ
ナ
ミ
ホ
ス
）

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

―
イ
ソ
プ
ロ
ポ
キ
シ
―
二
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
ベ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三′ン
ズ
ア
ニ
リ
ド
（
別
名
フ
ル
ト
ラ
ニ
ル
）

イ
ソ
ペ
ン
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
（
別
名
イ
ソ
ア
ミ
ル
ア
ル
コ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ー
ル
）

イ
ソ
ホ
ロ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
塩
化
硫
黄

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
酸
化
炭
素

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
酸
化
窒
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
酸
化
二
窒
素

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



六
頁

イ
ッ
ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

イ
プ
シ
ロ
ン
―
カ
プ
ロ
ラ
ク
タ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
イ
ミ
ダ
ゾ
リ
ジ
ン
チ
オ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
・

―
（
四
―
イ
ミ
ノ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
―
二
・
五
―
ジ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四′

エ
ニ
リ
デ
ン
メ
チ
ル
）
ジ
ア
ニ
リ
ン
塩
酸
塩
（
別
名
Ｃ
Ｉ

ベ
イ
シ
ッ
ク
レ
ッ
ド
九
）

イ
ン
ジ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

イ
ン
ジ
ウ
ム
化
合
物

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

イ
ン
デ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ウ
レ
タ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
タ
ノ
ー
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
タ
ン
チ
オ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
リ
デ
ン
ノ
ル
ボ
ル
ネ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



七
頁

エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
ル
―
セ
カ
ン
ダ
リ
―
ペ
ン
チ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
ル
―
パ
ラ
―
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
チ
オ
ノ
ベ
ン
ゼ
ン
ホ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ス
ホ
ネ
イ
ト
（
別
名
Ｅ
Ｐ
Ｎ
）

Ｏ
―
エ
チ
ル
―
Ｓ
―
フ
ェ
ニ
ル
＝
エ
チ
ル
ホ
ス
ホ
ノ
チ
オ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ロ
チ
オ
ナ
ー
ト
（
別
名
ホ
ノ
ホ
ス
）

二
―
エ
チ
ル
ヘ
キ
サ
ン
酸

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
ル
メ
チ
ル
ケ
ト
ン
ペ
ル
オ
キ
シ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
―
エ
チ
ル
モ
ル
ホ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
レ
ン
イ
ミ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



八
頁

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
セ

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ロ
ソ
ル
ブ
）

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
ア
セ
テ
ー

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
（
別
名
セ
ロ
ソ
ル
ブ
ア
セ
テ
ー
ト
）

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
―
ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル
エ
ー

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ル
（
別
名
ブ
チ
ル
セ
ロ
ソ
ル
ブ
）

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
メ

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

チ
ル
セ
ロ
ソ
ル
ブ
）

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
ア
セ
テ
ー

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

トエ
チ
レ
ン
ク
ロ
ロ
ヒ
ド
リ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
チ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・

―
エ
チ
レ
ン
―
二
・

―
ビ
ピ
リ
ジ
ニ
ウ
ム
＝
ジ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一′

二′

ブ
ロ
ミ
ド
（
別
名
ジ
ク
ア
ッ
ト
）



九
頁

二
―
エ
ト
キ
シ
―
二
・
二
―
ジ
メ
チ
ル
エ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
（
四
―
エ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
二
―
メ
チ
ル
プ
ロ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ピ
ル
＝
三
―
フ
ェ
ノ
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
エ

ト
フ
ェ
ン
プ
ロ
ッ
ク
ス
）

エ
ピ
ク
ロ
ロ
ヒ
ド
リ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二
―
エ
ポ
キ
シ
―
三
―
イ
ソ
プ
ロ
ポ
キ
シ
プ
ロ
パ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
三
―
エ
ポ
キ
シ
―
一
―
プ
ロ
パ
ナ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
三
―
エ
ポ
キ
シ
―
一
―
プ
ロ
パ
ノ
ー
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
三
―
エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
＝
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
メ
リ
ー

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

エ
リ
オ
ナ
イ
ト

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
化
亜
鉛

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
化
ア
リ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
化
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



一
〇
頁

塩
化
シ
ア
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
化
水
素

〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
化
チ
オ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
化
ビ
ニ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
化
ベ
ン
ジ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
化
ベ
ン
ゾ
イ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
化
ホ
ス
ホ
リ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
素
化
カ
ン
フ
ェ
ン
（
別
名
ト
キ
サ
フ
ェ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

塩
素
化
ジ
フ
ェ
ニ
ル
オ
キ
シ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

黄
り
ん

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
・

―
オ
キ
シ
ビ
ス
（
二
―
ク
ロ
ロ
ア
ニ
リ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四′

オ
キ
シ
ビ
ス
（
チ
オ
ホ
ス
ホ
ン
酸
）
Ｏ
・
Ｏ
・

・

―

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｏ′

Ｏ′

テ
ト
ラ
エ
チ
ル
（
別
名
ス
ル
ホ
テ
ッ
プ
）



一
一
頁

四
・

―
オ
キ
シ
ビ
ス
ベ
ン
ゼ
ン
ス
ル
ホ
ニ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四′

ドオ
キ
シ
ビ
ス
ホ
ス
ホ
ン
酸
四
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ク
タ
ク
ロ
ロ
ナ
フ
タ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八
―
オ
ク
タ
ク
ロ
ロ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

―
二
・
三
・
三
ａ
・
四
・
七
・
七
ａ
―
ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
―

四
・
七
―
メ
タ
ノ
―
一
Ｈ
―
イ
ン
デ
ン
（
別
名
ク
ロ
ル
デ

ン
）

二
―
オ
ク
タ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ク
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ゾ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
メ
ガ
―
ク
ロ
ロ
ア
セ
ト
フ
ェ
ノ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ー
ラ
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ル
ト
―
ア
ニ
シ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



一
二
頁

オ
ル
ト
―
ク
ロ
ロ
ス
チ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ル
ト
―
ク
ロ
ロ
ト
ル
エ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ル
ト
―
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ル
ト
―
セ
カ
ン
ダ
リ
―
ブ
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ル
ト
―
ニ
ト
ロ
ア
ニ
ソ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ル
ト
―
フ
タ
ロ
ジ
ニ
ト
リ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

過
酸
化
水
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ガ
ソ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

カ
テ
コ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

カ
ル
シ
ウ
ム
シ
ア
ナ
ミ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ぎ
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ぎ
酸
エ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



一
三
頁

ぎ
酸
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

キ
シ
リ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

キ
シ
レ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

銀
及
び
そ
の
水
溶
性
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
メ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

グ
ル
タ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
レ
オ
ソ
ー
ト
油

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
レ
ゾ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
（
ク
ロ
ム
酸
及
び
ク
ロ
ム
酸
塩

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

並
び
に
重
ク
ロ
ム
酸
及
び
重
ク
ロ
ム
酸
塩
を
除
く
。
）

ク
ロ
ム
酸
及
び
ク
ロ
ム
酸
塩

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
ア
セ
チ
ル
＝
ク
ロ
リ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
ア
セ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



一
四
頁

ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
塩
化
エ
チ
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
ク
ロ
ロ
―
四
―
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
―
六
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ル
ア
ミ
ノ
―
一
・
三
・
五
―
ト
リ
ア
ジ
ン
（
別
名
ア
ト
ラ

ジ
ン
）

四
―
ク
ロ
ロ
―
オ
ル
ト
―
フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
ク
ロ
ロ
―
六
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
ピ
リ
ジ
ン
（
別

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

名
ニ
ト
ラ
ピ
リ
ン
）

二
―
ク
ロ
ロ
―
一
・
一
・
二
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
ル
ジ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
エ
ン
フ
ル
ラ
ン
）

一
―
ク
ロ
ロ
―
一
―
ニ
ト
ロ
プ
ロ
パ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
ピ
ク
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
ク
ロ
ロ
―
一
・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



一
五
頁

二
―
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ジ
リ
デ
ン
マ
ロ
ノ
ニ
ト
リ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
一

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

五
）

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
塩
化
メ
チ
ル
）

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
―
ク
ロ
ロ
―
二
―
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン
及
び
そ
の
塩
酸
塩

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

軽
油

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

け
つ
岩
油

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ケ
テ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ゲ
ル
マ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

鉱
油

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



一
六
頁

五
塩
化
り
ん

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

固
形
パ
ラ
フ
ィ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

五
酸
化
バ
ナ
ジ
ウ
ム

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

コ
バ
ル
ト
及
び
そ
の
化
合
物

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

五
弗
化
臭
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ふ
つ

コ
ー
ル
タ
ー
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

コ
ー
ル
タ
ー
ル
ナ
フ
サ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酢
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酢
酸
エ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酢
酸
一
・
三
―
ジ
メ
チ
ル
ブ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酢
酸
鉛

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酢
酸
ビ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酢
酸
ブ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酢
酸
プ
ロ
ピ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



一
七
頁

酢
酸
ベ
ン
ジ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酢
酸
ペ
ン
チ
ル
（
別
名
酢
酸
ア
ミ
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酢
酸
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

サ
チ
ラ
イ
シ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三
塩
化
り
ん

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酸
化
亜
鉛

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酸
化
チ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（Ⅳ）

酸
化
鉄

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二
―
酸
化
ブ
チ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酸
化
メ
シ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三
酸
化
二
ア
ン
チ
モ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



一
八
頁

三
酸
化
二
ほ
う
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三
臭
化
ほ
う
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三
弗
化
塩
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ふ
つ

三
弗
化
ほ
う
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ふ
つ

次
亜
塩
素
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
・

―
ジ
ア
セ
チ
ル
ベ
ン
ジ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ′

ジ
ア
セ
ト
ン
ア
ル
コ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ア
ゾ
メ
タ
ン

〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ア
ナ
ミ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
シ
ア
ノ
ア
ク
リ
ル
酸
エ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
シ
ア
ノ
ア
ク
リ
ル
酸
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
四
―
ジ
ア
ミ
ノ
ア
ニ
ソ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
・

―
ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四′

四
・

―
ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
ス
ル
フ
ィ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四′



一
九
頁

四
・

―
ジ
ア
ミ
ノ
―
三
・

―
ジ
メ
チ
ル
ジ
フ
ェ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四′

三′

メ
タ
ン

二
・
四
―
ジ
ア
ミ
ノ
ト
ル
エ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
ア
ル
キ
ル
鉛

―

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ア
ン
化
カ
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ア
ン
化
カ
ル
シ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ア
ン
化
水
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ア
ン
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
イ
ソ
ブ
チ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
エ
タ
ノ
ー
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
（
ジ
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
エ
タ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
エ
チ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
エ
チ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



二
〇
頁

ジ
エ
チ
ル
―
パ
ラ
―
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
チ
オ
ホ
ス
フ
ェ
イ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
（
別
名
パ
ラ
チ
オ
ン
）

一
・
二
―
ジ
エ
チ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
エ
チ
レ
ン
ト
リ
ア
ミ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
塩
化
炭
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン
―
二
・
三
―
ジ
イ
ル
ジ
チ
オ
ビ
ス

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（
チ
オ
ホ
ス
ホ
ン
酸
）
Ｏ
・
Ｏ
・

・

―
テ
ト
ラ
エ
チ

Ｏ′

Ｏ′

ル
（
別
名
ジ
オ
キ
サ
チ
オ
ン
）

一
・
三
―
ジ
オ
キ
ソ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
ア
ミ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



二
一
頁

二
―
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
ビ
フ
ェ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ク
ロ
ヘ
キ
セ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ニ
ル
ト
リ
カ
ル
ボ
ニ
ル
マ
ン
ガ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ク
ロ
ロ
ア
セ
チ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三
・

―
ジ
ク
ロ
ロ
―
四
・

―
ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三′

四′

メ
タ
ン

ジ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
二
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
三
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
五
・
五
―
ジ
メ
チ
ル
イ
ミ
ダ
ゾ
リ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ン
―
二
・
四
―
ジ
オ
ン

三
・
五
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
二
・
六
―
ジ
メ
チ
ル
―
四
―
ピ
リ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



二
二
頁

ジ
ノ
ー
ル
（
別
名
ク
ロ
ピ
ド
ー
ル
）

ジ
ク
ロ
ロ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
四
）

二
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
一
・
一
・
一
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
二
三
）

一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
一
―
ニ
ト
ロ
エ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三
―
（
三
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
一
・
一
―
ジ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
尿
素
（
別
名
ジ
ウ
ロ
ン
）

二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
エ
チ
ル
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ム二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
酢
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
二
―
ブ
テ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
一
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



二
三
頁

二
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
三
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
二
塩
化
メ
チ
レ
ン
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
酸
化
オ
ス
ミ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
シ
ア
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ニ
ル
鉄

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
六
―
ジ
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
―
四
―
ク
レ
ゾ
ー

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ル一
・
三
―
ジ
チ
オ
ラ
ン
―
二
―
イ
リ
デ
ン
マ
ロ
ン
酸
ジ
イ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ソ
プ
ロ
ピ
ル
（
別
名
イ
ソ
プ
ロ
チ
オ
ラ
ン
）

ジ
チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
―
エ
チ
ル
―
Ｏ
―
（
四
―
メ
チ
ル
チ
オ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ェ
ニ
ル
）
―
Ｓ
―
ノ
ル
マ
ル
―
プ
ロ
ピ
ル
（
別
名
ス
ル

プ
ロ
ホ
ス
）



二
四
頁

ジ
チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
エ
チ
ル
―
Ｓ
―
（
二
―
エ
チ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ル
チ
オ
エ
チ
ル
）
（
別
名
ジ
ス
ル
ホ
ト
ン
）

ジ
チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
エ
チ
ル
―
Ｓ
―
エ
チ
ル
チ
オ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
（
別
名
ホ
レ
ー
ト
）

ジ
チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
メ
チ
ル
―
Ｓ
―
［
（
四
―
オ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

キ
ソ
―
一
・
二
・
三
―
ベ
ン
ゾ
ト
リ
ア
ジ
ン
―
三
（
四
Ｈ

）
―
イ
ル
）
メ
チ
ル
］
（
別
名
ア
ジ
ン
ホ
ス
メ
チ
ル
）

ジ
チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
メ
チ
ル
―
Ｓ
―
一
・
二
―
ビ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ス
（
エ
ト
キ
シ
カ
ル
ボ
ニ
ル
）
エ
チ
ル
（
別
名
マ
ラ
チ
オ

ン
）

ジ
ナ
ト
リ
ウ
ム
＝
四
―
［
（
二
・
四
―
ジ
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ル
）
ア
ゾ
］
―
三
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
二
・
七
―
ナ
フ
タ
レ

ン
ジ
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
（
別
名
ポ
ン
ソ
ー
Ｍ
Ｘ
）

ジ
ナ
ト
リ
ウ
ム
＝
八
―
［
［
三
・

―
ジ
メ
チ
ル
―

―

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三′

四′



二
五
頁

［
［
四
―
［
［
（
四
―
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
ス
ル
ホ
ニ
ル

］
オ
キ
シ
］
フ
ェ
ニ
ル
］
ア
ゾ
］
［
一
・

―
ビ
フ
ェ
ニ

一′

ル
］
―
四
―
イ
ル
］
ア
ゾ
］
―
七
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
一
・

三
―
ナ
フ
タ
レ
ン
ジ
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
（
別
名
Ｃ
Ｉ
ア
シ
ッ

ド
レ
ッ
ド
百
十
四
）

ジ
ナ
ト
リ
ウ
ム
＝
三
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
四
―
［
（
二
・
四

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

・
五
―
ト
リ
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
ア
ゾ
］
―
二
・
七
―
ナ

フ
タ
レ
ン
ジ
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
（
別
名
ポ
ン
ソ
ー
三
Ｒ
）

二
・
四
―
ジ
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
（
ジ
―
ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
エ
タ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
―
ノ
ル
マ
ル
―
プ
ロ
ピ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ビ
ニ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
フ
ェ
ニ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



二
六
頁

ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二
―
ジ
ブ
ロ
モ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｅ
Ｄ
Ｂ
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二
―
ジ
ブ
ロ
モ
―
三
―
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ベ
ン
ゾ
イ
ル
ペ
ル
オ
キ
シ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ボ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
ア
セ
ト
ア
ミ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

［
四
―
［
［
四
―
（
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
フ
ェ
ニ
ル
］
［

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
―
［
エ
チ
ル
（
三
―
ス
ル
ホ
ベ
ン
ジ
ル
）
ア
ミ
ノ
］
フ

ェ
ニ
ル
］
メ
チ
リ
デ
ン
］
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
―
二
・
五
―

ジ
エ
ン
―
一
―
イ
リ
デ
ン
］
（
エ
チ
ル
）
（
三
―
ス
ル
ホ

ナ
ト
ベ
ン
ジ
ル
）
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩
（
別
名

ベ
ン
ジ
ル
バ
イ
オ
レ
ッ
ト
四
Ｂ
）



二
七
頁

ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
メ
チ
ル
エ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
ト
エ
チ
ル
チ
オ
ホ
ス
フ
ェ
イ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
（
別
名
メ
チ
ル
ジ
メ
ト
ン
）

ジ
メ
チ
ル
エ
ト
キ
シ
シ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
メ
チ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
＝
ク
ロ
リ
ド

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
メ
チ
ル
―
二
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
ビ
ニ
ル
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（
別
名
Ｄ
Ｄ
Ｖ
Ｐ
）

ジ
メ
チ
ル
ジ
ス
ル
フ
ィ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
ニ
ト
ロ
ソ
ア
ミ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
メ
チ
ル
―
パ
ラ
―
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
チ
オ
ホ
ス
フ
ェ
イ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
（
別
名
メ
チ
ル
パ
ラ
チ
オ
ン
）

ジ
メ
チ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・

―
ジ
メ
チ
ル
―
四
・

―
ビ
ピ
リ
ジ
ニ
ウ
ム
＝
ジ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一′

四′

ク
ロ
リ
ド
（
別
名
パ
ラ
コ
ー
ト
）



二
八
頁

一
・

―
ジ
メ
チ
ル
―
四
・

―
ビ
ピ
リ
ジ
ニ
ウ
ム
二
メ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一′

四′

タ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
塩

二
―
（
四
・
六
―
ジ
メ
チ
ル
―
二
―
ピ
リ
ミ
ジ
ニ
ル
ア
ミ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ノ
カ
ル
ボ
ニ
ル
ア
ミ
ノ
ス
ル
フ
ォ
ニ
ル
）
安
息
香
酸
メ
チ

ル
（
別
名
ス
ル
ホ
メ
チ
ュ
ロ
ン
メ
チ
ル
）

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
ホ
ル
ム
ア
ミ
ド

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
―
［
（
二
・
五
―
ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
ア
ゾ
］
―

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
ナ
フ
ト
ー
ル
（
別
名
シ
ト
ラ
ス
レ
ッ
ド
ナ
ン
バ
ー
二

）臭
化
エ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

臭
化
水
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

臭
化
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

重
ク
ロ
ム
酸
及
び
重
ク
ロ
ム
酸
塩

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

し
ゆ
う
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



二
九
頁

臭
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

臭
素
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硝
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

―

―

硝
酸
ノ
ル
マ
ル
―
プ
ロ
ピ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

し
よ
う
脳

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

シ
リ
カ

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

人
造
鉱
物
繊
維

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

水
銀
及
び
そ
の
無
機
化
合
物

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

水
酸
化
カ
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

水
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

水
酸
化
セ
シ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



三
〇
頁

水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

水
酸
化
リ
チ
ウ
ム

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

水
素
化
リ
チ
ウ
ム

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

す
ず
及
び
そ
の
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ス
チ
レ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ス
テ
ア
リ
ン
酸
亜
鉛

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ス
テ
ア
リ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ス
テ
ア
リ
ン
酸
鉛

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ス
テ
ア
リ
ン
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ス
ト
リ
キ
ニ
ー
ネ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

石
油
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

石
油
ナ
フ
サ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

石
油
ベ
ン
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

セ
ス
キ
炭
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



三
一
頁

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
イ
ミ
ノ
―
三
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ル
―
五
―
フ
ェ
ニ
ル
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
四
Ｈ
―
一
・
三
・

五
―
チ
ア
ジ
ア
ジ
ン
―
四
―
オ
ン
（
別
名
ブ
プ
ロ
フ
ェ
ジ

ン
）

タ
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
水
溶
性
化
合
物

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

炭
化
け
い
素

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

タ
ン
グ
ス
テ
ン
及
び
そ
の
水
溶
性
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

タ
ン
タ
ル
及
び
そ
の
酸
化
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

チ
オ
ジ
（
パ
ラ
―
フ
ェ
ニ
レ
ン
）
―
ジ
オ
キ
シ
―
ビ
ス
（

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

チ
オ
ホ
ス
ホ
ン
酸
）
Ｏ
・
Ｏ
・

・

―
テ
ト
ラ
メ
チ
ル

Ｏ′

Ｏ′

（
別
名
テ
メ
ホ
ス
）

チ
オ
尿
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
・

―
チ
オ
ビ
ス
（
六
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
―
三

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四′



三
二
頁

―
メ
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
）

チ
オ
フ
ェ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
エ
チ
ル
―
Ｏ
―
（
二
―
イ
ソ
プ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ロ
ピ
ル
―
六
―
メ
チ
ル
―
四
―
ピ
リ
ミ
ジ
ニ
ル
）
（
別
名

ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン
）

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
エ
チ
ル
―
エ
チ
ル
チ
オ
エ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（
別
名
ジ
メ
ト
ン
）

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
エ
チ
ル
―
Ｏ
―
（
六
―
オ
キ
ソ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

―
一
―
フ
ェ
ニ
ル
―
一
・
六
―
ジ
ヒ
ド
ロ
―
三
―
ピ
リ
ダ

ジ
ニ
ル
）
（
別
名
ピ
リ
ダ
フ
ェ
ン
チ
オ
ン
）

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
エ
チ
ル
―
Ｏ
―
（
三
・
五
・
六

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

―
ト
リ
ク
ロ
ロ
―
二
―
ピ
リ
ジ
ル
）
（
別
名
ク
ロ
ル
ピ
リ

ホ
ス
）

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
エ
チ
ル
―
Ｏ
―
［
四
―
（
メ
チ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



三
三
頁

ル
ス
ル
フ
ィ
ニ
ル
）
フ
ェ
ニ
ル
］
（
別
名
フ
ェ
ン
ス
ル
ホ

チ
オ
ン
）

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
メ
チ
ル
―
Ｏ
―
（
二
・
四
・
五

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

―
ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
（
別
名
ロ
ン
ネ
ル
）

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
メ
チ
ル
―
Ｏ
―
（
三
―
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

―
四
―
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
（
別
名
フ
ェ
ニ
ト
ロ
チ
オ
ン

）チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
メ
チ
ル
―
Ｏ
―
（
三
―
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

―
四
―
メ
チ
ル
チ
オ
フ
ェ
ニ
ル
）
（
別
名
フ
ェ
ン
チ
オ
ン

）デ
カ
ボ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

鉄
水
溶
性
塩

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
四
・
七
・
八
―
テ
ト
ラ
ア
ミ
ノ
ア
ン
ト
ラ
キ
ノ
ン
（

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

別
名
ジ
ス
パ
ー
ス
ブ
ル
ー
一
）



三
四
頁

テ
ト
ラ
エ
チ
ル
チ
ウ
ラ
ム
ジ
ス
ル
フ
ィ
ド
（
別
名
ジ
ス
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ィ
ラ
ム
）

テ
ト
ラ
エ
チ
ル
ピ
ロ
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト
（
別
名
Ｔ
Ｅ
Ｐ
Ｐ
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
エ
ト
キ
シ
シ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
一
・
二
・
二
―
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
四
塩

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

化
ア
セ
チ
レ
ン
）

Ｎ
―
（
一
・
一
・
二
・
二
―
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
チ
オ

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

）
―
一
・
二
・
三
・
六
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
フ
タ
ル
イ
ミ
ド

（
別
名
キ
ャ
プ
タ
フ
ォ
ル
）

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
別
名
パ
ー
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

）四
・
五
・
六
・
七
―
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
―
一
・
三
―
ジ
ヒ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ロ
ベ
ン
ゾ
［
ｃ
］
フ
ラ
ン
―
二
―
オ
ン
（
別
名
フ
サ
ラ
イ

ド
）



三
五
頁

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
二
）

二
・
三
・
七
・
八
―
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
ジ
ベ
ン
ゾ
―
一
・
四

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

―
ジ
オ
キ
シ
ン

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
ナ
フ
タ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
ナ
ト
リ
ウ
ム
＝
三
・

―
［
（
三
・

―
ジ
メ
チ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三′

三′

ル
―
四
・

―
ビ
フ
ェ
ニ
リ
レ
ン
）
ビ
ス
（
ア
ゾ
）
］
ビ

四′

ス
［
五
―
ア
ミ
ノ
―
四
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
二
・
七
―
ナ
フ

タ
レ
ン
ジ
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
］
（
別
名
ト
リ
パ
ン
ブ
ル
ー
）

テ
ト
ラ
ナ
ト
リ
ウ
ム
＝
三
・

―
［
（
三
・

―
ジ
メ
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三′

三′

キ
シ
―
四
・

―
ビ
フ
ェ
ニ
リ
レ
ン
）
ビ
ス
（
ア
ゾ
）
］

四′

ビ
ス
［
五
―
ア
ミ
ノ
―
四
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
二
・
七
―
ナ

フ
タ
レ
ン
ジ
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
］
（
別
名
Ｃ
Ｉ
ダ
イ
レ
ク
ト

ブ
ル
ー
十
五
）



三
六
頁

テ
ト
ラ
ニ
ト
ロ
メ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
フ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
一
・
二
・
二
―
テ
ト
ラ
ブ
ロ
モ
エ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
ブ
ロ
モ
メ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
メ
チ
ル
こ
は
く
酸
ニ
ト
リ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
ラ
メ
チ
ル
チ
ウ
ラ
ム
ジ
ス
ル
フ
ィ
ド
（
別
名
チ
ウ
ラ

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ム
）

テ
ト
ラ
メ
ト
キ
シ
シ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ト
リ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ル
フ
ェ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
ル
ル
及
び
そ
の
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
レ
ビ
ン
油

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

テ
レ
フ
タ
ル
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



三
七
頁

銅
及
び
そ
の
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

灯
油

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
エ
タ
ノ
ー
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
エ
チ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
ク
ロ
ロ
酢
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
一
・
二
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
―
一
・
二
・
二
―
ト
リ
フ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ロ
エ
タ
ン

ト
リ
ク
ロ
ロ
ナ
フ
タ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
―
二
・
二
―
ビ
ス
（
四
―
ク

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
（
別
名
Ｄ
Ｄ
Ｔ
）

一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
―
二
・
二
―
ビ
ス
（
四
―
メ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
（
別
名
メ
ト
キ
シ
ク
ロ
ル
）



三
八
頁

二
・
四
・
五
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
酢
酸

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
一
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二
・
三
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二
・
四
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
ス
ル
フ
ェ
ニ
ル
＝
ク
ロ
リ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
―
（
ト
リ
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
チ
オ
）
―
一
・
二
・
三
・
六

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
フ
タ
ル
イ
ミ
ド
（
別
名
キ
ャ
プ
タ
ン
）

ト
リ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
す
ず
＝
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
三
・
五
―
ト
リ
ス
（
二
・
三
―
エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

）
―
一
・
三
・
五
―
ト
リ
ア
ジ
ン
―
二
・
四
・
六
（
一
Ｈ

・
三
Ｈ
・
五
Ｈ
）
―
ト
リ
オ
ン

ト
リ
ス
（
Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
ジ
チ
オ
カ
ル
バ
メ
ー
ト
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

鉄
（
別
名
フ
ァ
ー
バ
ム
）

ト
リ
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



三
九
頁

ト
リ
フ
ェ
ニ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
ブ
ロ
モ
メ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
ト
リ
メ
チ
ル
ア
セ
チ
ル
―
一
・
三
―
イ
ン
ダ
ン
ジ
オ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ント
リ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
メ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
リ
レ
ン
ジ
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
ル
イ
ジ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
ル
エ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ナ
フ
タ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
―
ナ
フ
チ
ル
チ
オ
尿
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
―
ナ
フ
チ
ル
―
Ｎ
―
メ
チ
ル
カ
ル
バ
メ
ー
ト
（
別
名
カ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ル
バ
リ
ル
）

鉛
及
び
そ
の
無
機
化
合
物

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



四
〇
頁

二
亜
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
コ
チ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
酸
化
硫
黄

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
酸
化
塩
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
酸
化
窒
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
硝
酸
プ
ロ
ピ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ッ
ケ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ッ
ケ
ル
化
合
物

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ト
リ
ロ
三
酢
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

五
―
ニ
ト
ロ
ア
セ
ナ
フ
テ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ト
ロ
エ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ト
ロ
グ
リ
コ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン

―

―

ニ
ト
ロ
セ
ル
ロ
ー
ズ

―

―



四
一
頁

Ｎ
―
ニ
ト
ロ
ソ
モ
ル
ホ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ト
ロ
プ
ロ
パ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ト
ロ
メ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

乳
酸
ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
硫
化
炭
素

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ノ
ナ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル
エ
チ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル
―
二
・
三
―
エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
エ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ー
テ
ル

Ｎ
―
［
一
―
（
Ｎ
―
ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

）
―
一
Ｈ
―
二
―
ベ
ン
ゾ
イ
ミ
ダ
ゾ
リ
ル
］
カ
ル
バ
ミ
ン



四
二
頁

酸
メ
チ
ル
（
別
名
ベ
ノ
ミ
ル
）

白
金
及
び
そ
の
水
溶
性
塩

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ハ
フ
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ
―
ア
ニ
シ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ
―
ク
ロ
ロ
ア
ニ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ
―
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ
―
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
ア
ゾ
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
ト
ル
エ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ
―
ニ
ト
ロ
ア
ニ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ
―
ニ
ト
ロ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ
―
フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ
ア
ニ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ
―
ベ
ン
ゾ
キ
ノ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

パ
ラ
―
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

バ
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
水
溶
性
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



四
三
頁

ピ
ク
リ
ン
酸

―

―

ビ
ス
（
二
・
三
―
エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
）
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
三
―
ビ
ス
［
（
二
・
三
―
エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
）
オ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

キ
シ
］
ベ
ン
ゼ
ン

ビ
ス
（
二
―
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ビ
ス
（
二
―
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
ス
ル
フ
ィ
ド
（
別
名
マ
ス

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

タ
ー
ド
ガ
ス
）

Ｎ
・
Ｎ
―
ビ
ス
（
二
―
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
メ
チ
ル
ア
ミ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

―
Ｎ
―
オ
キ
シ
ド

ビ
ス
（
ジ
チ
オ
り
ん
酸
）
Ｓ
・

―
メ
チ
レ
ン
―
Ｏ
・
Ｏ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｓ′

・

・

―
テ
ト
ラ
エ
チ
ル
（
別
名
エ
チ
オ
ン
）

Ｏ′

Ｏ′

ビ
ス
（
二
―
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
エ
チ
ル
）
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

砒
素
及
び
そ
の
化
合
物

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ひヒ
ド
ラ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



四
四
頁

ヒ
ド
ラ
ジ
ン
一
水
和
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヒ
ド
ロ
キ
ノ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
―
ビ
ニ
ル
―
一
―
シ
ク
ロ
ヘ
キ
セ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
―
ビ
ニ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
セ
ン
ジ
オ
キ
シ
ド

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ビ
ニ
ル
ト
ル
エ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ビ
フ
ェ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ピ
ペ
ラ
ジ
ン
二
塩
酸
塩

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ピ
リ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ピ
レ
ト
ラ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ェ
ニ
ル
オ
キ
シ
ラ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ェ
ニ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ェ
ニ
ル
ホ
ス
フ
ィ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ェ
ノ
チ
ア
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



四
五
頁

フ
ェ
ノ
ー
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ェ
ロ
バ
ナ
ジ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ブ
タ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
タ
ル
酸
ジ
エ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
タ
ル
酸
ジ
―
ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
タ
ル
酸
ジ
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
タ
ル
酸
ビ
ス
（
二
―
エ
チ
ル
ヘ
キ
シ
ル
）
（
別
名
Ｄ
Ｅ

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｈ
Ｐ
）

ブ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
―
ブ
タ
ン
チ
オ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

弗
化
カ
ル
ボ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ふ
つ弗

化
ビ
ニ
リ
デ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ふ
つ弗

化
ビ
ニ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ふ
つ



四
六
頁

弗
素
及
び
そ
の
水
溶
性
無
機
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ふ
つ二

―
ブ
テ
ナ
ー
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ル
オ
ロ
酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ル
フ
ラ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ル
フ
リ
ル
ア
ル
コ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
三
―
プ
ロ
パ
ン
ス
ル
ト
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

プ
ロ
ピ
オ
ン
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

プ
ロ
ピ
ル
ア
ル
コ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

プ
ロ
ピ
レ
ン
イ
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

プ
ロ
ピ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
プ
ロ
ピ
ン
―
一
―
オ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ブ
ロ
モ
エ
チ
レ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
ブ
ロ
モ
―
二
―
ク
ロ
ロ
―
一
・
一
・
一
―
ト
リ
フ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
ハ
ロ
タ
ン
）



四
七
頁

ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ブ
ロ
モ
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

五
―
ブ
ロ
モ
―
三
―
セ
カ
ン
ダ
リ
―
ブ
チ
ル
―
六
―
メ
チ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ル
―
一
・
二
・
三
・
四
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
ピ
リ
ミ
ジ
ン
―

二
・
四
―
ジ
オ
ン
（
別
名
ブ
ロ
マ
シ
ル
）

ブ
ロ
モ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
ブ
ロ
モ
プ
ロ
パ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二
・
三
・
四
・
十
・
十
―
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
―
六
・
七

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

―
エ
ポ
キ
シ
―
一
・
四
・
四
ａ
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八

ａ
―
オ
ク
タ
ヒ
ド
ロ
―
エ
キ
ソ
―
一
・
四
―
エ
ン
ド
―
五

・
八
―
ジ
メ
タ
ノ
ナ
フ
タ
レ
ン
（
別
名
デ
ィ
ル
ド
リ
ン
）

一
・
二
・
三
・
四
・
十
・
十
―
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
―
六
・
七

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

―
エ
ポ
キ
シ
―
一
・
四
・
四
ａ
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八



四
八
頁

ａ
―
オ
ク
タ
ヒ
ド
ロ
―
エ
ン
ド
―
一
・
四
―
エ
ン
ド
―
五

・
八
―
ジ
メ
タ
ノ
ナ
フ
タ
レ
ン
（
別
名
エ
ン
ド
リ
ン
）

一
・
二
・
三
・
四
・
五
・
六
―
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
シ
ク
ロ
ヘ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

キ
サ
ン
（
別
名
リ
ン
デ
ン
）

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
ナ
フ
タ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
四
・
五
・
六
・
七
・
七
―
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
ビ
シ
ク
ロ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

［
二
・
二
・
一
］
―
五
―
ヘ
プ
テ
ン
―
二
・
三
―
ジ
カ
ル

ボ
ン
酸
（
別
名
ク
ロ
レ
ン
ド
酸
）

一
・
二
・
三
・
四
・
十
・
十
―
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
―
一
・
四

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

・
四
ａ
・
五
・
八
・
八
ａ
―
ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
―
エ
キ
ソ
―

一
・
四
―
エ
ン
ド
―
五
・
八
―
ジ
メ
タ
ノ
ナ
フ
タ
レ
ン
（

別
名
ア
ル
ド
リ
ン
）

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
メ
タ
ノ
ベ
ン
ゾ
ジ
オ
キ
サ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



四
九
頁

チ
エ
ピ
ン
オ
キ
サ
イ
ド
（
別
名
ベ
ン
ゾ
エ
ピ
ン
）

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
―
一
・
三
・
五
―
ト
リ
ニ
ト
ロ
―
一
・
三

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

・
五
―
ト
リ
ア
ジ
ン
（
別
名
シ
ク
ロ
ナ
イ
ト
）

ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
ア
セ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
メ
チ
ル
ホ
ス
ホ
リ
ッ
ク
ト
リ
ア
ミ
ド

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
メ
チ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
メ
チ
レ
ン
＝
ジ
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ヘ
キ
サ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
―
ヘ
キ
セ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ベ
ー
タ
―
ブ
チ
ロ
ラ
ク
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ベ
ー
タ
―
プ
ロ
ピ
オ
ラ
ク
ト
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八
―
ヘ
プ
タ
ク
ロ
ロ
―
二

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

・
三
―
エ
ポ
キ
シ
―
三
ａ
・
四
・
七
・
七
ａ
―
テ
ト
ラ
ヒ



五
〇
頁

ド
ロ
―
四
・
七
―
メ
タ
ノ
―
一
Ｈ
―
イ
ン
デ
ン
（
別
名
ヘ

プ
タ
ク
ロ
ル
エ
ポ
キ
シ
ド
）

一
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八
―
ヘ
プ
タ
ク
ロ
ロ
―
三

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ａ
・
四
・
七
・
七
ａ
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
四
・
七
―
メ
タ

ノ
―
一
Ｈ
―
イ
ン
デ
ン
（
別
名
ヘ
プ
タ
ク
ロ
ル
）

ヘ
プ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ペ
ル
オ
キ
ソ
二
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ペ
ル
オ
キ
ソ
二
硫
酸
カ
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ペ
ル
オ
キ
ソ
二
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
塩

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ベ
ン
ゼ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
二
・
四
―
ベ
ン
ゼ
ン
ト
リ
カ
ル
ボ
ン
酸
一
・
二
―
無

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

水
物

ベ
ン
ゾ
［
ａ
］
ア
ン
ト
ラ
セ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



五
一
頁

ベ
ン
ゾ
［
ａ
］
ピ
レ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ベ
ン
ゾ
［
ｅ
］
フ
ル
オ
ラ
セ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
ナ
フ
タ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル
（
別
名
Ｐ
Ｃ
Ｐ
）
及
び
そ
の

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ナ
ト
リ
ウ
ム
塩

一
―
ペ
ン
タ
ナ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
一
・
三
・
三
・
三
―
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
―
二
―
（
ト

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
）
―
一
―
プ
ロ
ペ
ン
（
別
名
Ｐ
Ｆ
Ｉ

Ｂ
）

ペ
ン
タ
ボ
ラ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ペ
ン
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ほ
う
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



五
二
頁

ホ
ス
ゲ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（
二
―
ホ
ル
ミ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ノ
）
―
四
―
（
五
―
ニ
ト
ロ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

―
二
―
フ
リ
ル
）
チ
ア
ゾ
ー
ル

ホ
ル
ム
ア
ミ
ド

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

マ
ゼ
ン
タ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

マ
ン
ガ
ン

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

無
機
マ
ン
ガ
ン
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ミ
ネ
ラ
ル
ス
ピ
リ
ッ
ト
（
ミ
ネ
ラ
ル
シ
ン
ナ
ー
、
ペ
ト
ロ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

リ
ウ
ム
ス
ピ
リ
ッ
ト
、
ホ
ワ
イ
ト
ス
ピ
リ
ッ
ト
及
び
ミ
ネ

ラ
ル
タ
ー
ペ
ン
を
含
む
。
）

無
水
酢
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

無
水
フ
タ
ル
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

無
水
マ
レ
イ
ン
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



五
三
頁

メ
タ
―
キ
シ
リ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ
ク
リ
ル
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ
ク
リ
ル
酸
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ
ル

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ
―
ジ
シ
ア
ノ
ベ
ン
ゼ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ
ノ
ー
ル

〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
エ
チ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
タ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
メ
チ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ラ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
ア
セ
チ
レ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
―
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・

―
［
［
四
―
（
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
―
三
―
ニ
ト
ロ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二′

フ
ェ
ニ
ル
］
ア
ミ
ノ
］
ジ
エ
タ
ノ
ー
ル
（
別
名
Ｈ
Ｃ
ブ
ル

ー
ナ
ン
バ
ー
一
）



五
四
頁

Ｎ
―
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
ホ
ス
ホ
ン
酸
Ｏ
―
（
四
―
タ
ー
シ
ャ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

リ
―
ブ
チ
ル
―
二
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
Ｏ
―
メ
チ
ル

（
別
名
ク
ル
ホ
メ
ー
ト
）

メ
チ
ル
ア
ミ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
イ
ソ
ブ
チ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
エ
チ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
―
メ
チ
ル
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
二
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
オ
キ
シ

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ェ
ニ
ル
（
別
名
プ
ロ
ポ
キ
ス
ル
）

Ｎ
―
メ
チ
ル
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
二
・
三
―
ジ
ヒ
ド
ロ
―
二
・

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
ジ
メ
チ
ル
―
七
―
ベ
ン
ゾ
［
ｂ
］
フ
ラ
ニ
ル
（
別
名

カ
ル
ボ
フ
ラ
ン
）

Ｎ
―
メ
チ
ル
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
二
―
セ
カ
ン
ダ
リ
―
ブ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ェ
ニ
ル
（
別
名
フ
ェ
ノ
ブ
カ
ル
ブ
）

メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



五
五
頁

メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ニ
ル
ト
リ
カ
ル
ボ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

マ
ン
ガ
ン

二
―
メ
チ
ル
―
四
・
六
―
ジ
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
メ
チ
ル
―
三
・
五
―
ジ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ズ
ア
ミ
ド
（
別

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

名
ジ
ニ
ト
ル
ミ
ド
）

メ
チ
ル
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
Ｍ
Ｔ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｂ
Ｅ
）

五
―
メ
チ
ル
―
一
・
二
・
四
―
ト
リ
ア
ゾ
ロ
［
三
・
四
―

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ｂ
］
ベ
ン
ゾ
チ
ア
ゾ
ー
ル
（
別
名
ト
リ
シ
ク
ラ
ゾ
ー
ル
）

二
―
メ
チ
ル
―
四
―
（
二
―
ト
リ
ル
ア
ゾ
）
ア
ニ
リ
ン

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
メ
チ
ル
―
一
―
ニ
ト
ロ
ア
ン
ト
ラ
キ
ノ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

Ｎ
―
メ
チ
ル
―
Ｎ
―
ニ
ト
ロ
ソ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
エ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



五
六
頁

メ
チ
ル
―
ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
―
ノ
ル
マ
ル
―
ペ
ン
チ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

メ
チ
ル
ビ
ニ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
―
［
（
二
―
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
ア
ゾ
］
―
二
―
ナ
フ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ト
ー
ル
（
別
名
オ
イ
ル
オ
レ
ン
ジ
Ｓ
Ｓ
）

メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
ケ
ト
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

五
―
メ
チ
ル
―
二
―
ヘ
キ
サ
ノ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
―
メ
チ
ル
―
二
―
ペ
ン
タ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
メ
チ
ル
―
二
・
四
―
ペ
ン
タ
ン
ジ
オ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
―
メ
チ
ル
―
Ｎ
―
［
三
―
（
一
―
メ
チ
ル
エ
ト
キ
シ
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
ェ
ニ
ル
］
ベ
ン
ズ
ア
ミ
ド
（
別
名
メ
プ
ロ
ニ
ル
）

Ｓ
―
メ
チ
ル
―
Ｎ
―
（
メ
チ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
オ
キ
シ
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

チ
オ
ア
セ
チ
ミ
デ
ー
ト
（
別
名
メ
ソ
ミ
ル
）



五
七
頁

メ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
タ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四
・

―
メ
チ
レ
ン
ジ
ア
ニ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

四′

メ
チ
レ
ン
ビ
ス
（
四
・
一
―
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
レ
ン
）
＝
ジ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト

メ
チ
レ
ン
ビ
ス
（
四
・
一
―
フ
ェ
ニ
レ
ン
）
＝
ジ
イ
ソ
シ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ア
ネ
ー
ト
（
別
名
Ｍ
Ｄ
Ｉ
）

二
―
メ
ト
キ
シ
―
五
―
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
―
（
二
―
メ
ト
キ
シ
―
二
―
メ
チ
ル
エ
ト
キ
シ
）
―
二

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

―
プ
ロ
パ
ノ
ー
ル

メ
ル
カ
プ
ト
酢
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

モ
リ
ブ
デ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

モ
ル
ホ
リ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

沃
化
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

よ
う沃

素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

よ
う



五
八
頁

ヨ
ー
ド
ホ
ル
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硫
化
ジ
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硫
化
水
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硫
化
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硫
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硫
化
り
ん

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硫
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硫
酸
ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硫
酸
ジ
エ
チ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

硫
酸
ジ
メ
チ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
化
水
素

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
酸

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
酸
ジ
―
ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
酸
ジ
―
ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル
＝
フ
ェ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



五
九
頁

り
ん
酸
一
・
二
―
ジ
ブ
ロ
モ
―
二
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ル
＝
ジ
メ
チ
ル
（
別
名
ナ
レ
ド
）

り
ん
酸
ジ
メ
チ
ル
＝

―
一
―
（
Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
カ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（Ｅ）

ル
バ
モ
イ
ル
）
―
一
―
プ
ロ
ペ
ン
―
二
―
イ
ル
（
別
名
ジ

ク
ロ
ト
ホ
ス
）

り
ん
酸
ジ
メ
チ
ル
＝

―
一
―
（
Ｎ
―
メ
チ
ル
カ
ル
バ
モ

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（Ｅ）

イ
ル
）
―
一
―
プ
ロ
ペ
ン
―
二
―
イ
ル
（
別
名
モ
ノ
ク
ロ

ト
ホ
ス
）

り
ん
酸
ジ
メ
チ
ル
＝
一
―
メ
ト
キ
シ
カ
ル
ボ
ニ
ル
―
一
―

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

プ
ロ
ペ
ン
―
二
―
イ
ル
（
別
名
メ
ビ
ン
ホ
ス
）

り
ん
酸
ト
リ
（
オ
ル
ト
―
ト
リ
ル
）

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
酸
ト
リ
ス
（
二
・
三
―
ジ
ブ
ロ
モ
プ
ロ
ピ
ル
）

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
酸
ト
リ
―
ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

り
ん
酸
ト
リ
フ
ェ
ニ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



六
〇
頁

レ
ソ
ル
シ
ノ
ー
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

六
塩
化
ブ
タ
ジ
エ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ロ
ジ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ロ
ジ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ロ
テ
ノ
ン

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



様式第 21号の２の３（第 95条の３の２関係） 

 

（表面） 
 

第     号 
 

立 入 検 査 証 
 

 

 

 

                                    氏            名 
 

                                          年   月    日生 

 

 

上記の者は、労働安全衛生法（昭和４７ 

                                   年法律第５７号）第９６条の２の規定によ 

                                  り立入検査をする職員であることを証明す 

                                  る。 

 
  

                                         年   月   日 

 

 
 

独立行政法人労働安全衛生総合研究所理事長 印 
        

 

印 

  

   

又 は 
 

   

刻印 

新旧別添２：改正後 



（裏面） 
 

労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）  （抄）  

(研究所による労働災害の原因の調査等の実施 )  

第九十六条の二  厚生労働大臣は、第九十三条第二項又は第三項の規定

による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害

の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行

政法人労働安全衛生総合研究所（以下「研究所」という。）に、当該

調査を行わせることができる。  

２  厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、研究所に、第九十四

条第一項の規定による立入検査（前項に規定する調査に係るものに限

る。）を行わせることができる。  

３  厚生労働大臣は、前項の規定により研究所に立入検査を行わせる場

合には、研究所に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示し

てこれを実施すべきことを指示するものとする。  

４  研究所は、前項の指示に従つて立入検査を行つたときは、その結果

を厚生労働大臣に報告しなければならない。  

５  第九十一条第三項及び第四項の規定は、第二項の規定による立入検

査について準用する。この場合において、同条第三項中「労働基準監

督官」とあるのは、「独立行政法人労働安全衛生総合研究所の職員」

と読み替えるものとする。  

(研究所に対する命令 )  

第九十六条の三  厚生労働大臣は、前条第一項に規定する調査に係る業

務 及 び 同 条 第二 項 に 規定 す る 立 入 検査 の 業 務の 適 正 な 実 施を 確 保す

るため必要があると認めるときは、研究所に対し、これらの業務に関

し必要な命令をすることができる。  

第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金

に処する。   

一～三  （略）  

四  第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十

六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作

業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又

は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者   

五・六  （略）  

 

(参考 ) 

(労働基準監督官の権限 ) 

第九十一条  (略 )  

２  （略）   

３  前二項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票

を携帯し、関係者に提示しなければならない。   

４  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認めら

れたものと解釈してはならない。  

(産業安全専門官及び労働衛生専門官 )  

第九十三条  （略）  

２  産業安全専門官は、第三十七条第一項の許可、特別安全衛生改善

計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原

因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るも

のをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働

者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を 行う。   

３  労働衛生専門官は、第五十六条第一項の許可、第五十七条の四第

四項の規定による勧告、第五十七条の五第一項の規定による指示、

第六十五条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項、

特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並

びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務

で、衛生に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関

係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項及び労働

者の健康の保持増進を図るため必要な事項について指導及び援助を

行う。   

４  （略）  

(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限 )  

第九十四条  産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第二項又は

第三項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事

業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査

し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において

無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。  

２  （略）

（縦 7.0センチメートル、横 11.0センチメートル） 



様式第 21号の２の３（第 95条の３の２関係） 

 

（表面） 
 

第     号 
 

立 入 検 査 証 
 

 

 

 

                                    氏            名 
 

                                          年   月    日生 

 

 

上記の者は、労働安全衛生法（昭和４７ 

                                   年法律第５７号）第９６条の２の規定によ 

                                  り立入検査をする職員であることを証明す 

                                  る。 

 
  

                                         年   月   日 

 

 
 

独立行政法人労働安全衛生総合研究所理事長 印 
        

 

印 

  

   

又 は 
 

   

刻印 

新旧別添２：改正前 



（裏面） 
 

労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）  （抄）  

(研究所による労働災害の原因の調査等の実施 )  

第九十六条の二  厚生労働大臣は、第九十三条第二項又は第三項の規定

による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害

の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行

政法人労働安全衛生総合研究所（以下「研究所」という。）に、当該

調査を行わせることができる。  

２  厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、研究所に、第九十四

条第一項の規定による立入検査（前項に規定する調査に係るものに限

る。）を行わせることができる。  

３  厚生労働大臣は、前項の規定により研究所に立入検査を行わせる場

合には、研究所に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示し

てこれを実施すべきことを指示するものとする。  

４  研究所は、前項の指示に従つて立入検査を行つたときは、その結果

を厚生労働大臣に報告しなければならない。  

５  第九十一条第三項及び第四項の規定は、第二項の規定による立入検

査について準用する。この場合において、同条第三項中「労働基準監

督官」とあるのは、「独立行政法人労働安全衛生総合研究所の職員」

と読み替えるものとする。  

(研究所に対する命令 )  

第九十六条の三  厚生労働大臣は、前条第一項に規定する調査に係る業

務 及 び 同 条 第二 項 に 規定 す る 立 入 検査 の 業 務の 適 正 な 実 施を 確 保す

るため必要があると認めるときは、研究所に対し、これらの業務に関

し必要な命令をすることができる。  

第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金

に処する。   

一～三  （略）  

四  第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十

六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作

業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又

は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者   

五・六  （略）  

 

(参考 ) 

(労働基準監督官の権限 ) 

第九十一条  (略 )  

２  （略）   

３  前二項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票

を携帯し、関係者に提示しなければならない。   

４  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認めら

れたものと解釈してはならない。  

(産業安全専門官及び労働衛生専門官 )  

第九十三条  （略）  

２  産業安全専門官は、第三十七条第一項の許可、特別安全衛生改善

計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原

因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るも

のをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働

者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を 行う。   

３  労働衛生専門官は、第五十六条第一項の許可、第五十七条の三第

四項の規定による勧告、第五十七条の四第一項の規定による指示、

第六十五条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項、

特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並

びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務

で、衛生に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関

係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項及び労働

者の健康の保持増進を図るため必要な事項について指導及び援助を

行う。   

４  （略）  

(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限 )  

第九十四条  産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第二項又は

第三項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事

業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査

し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において

無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。  

２  （略）

（縦 7.0センチメートル、横 11.0センチメートル） 



別 記 様 式  

 
（ 第 一 面 ）  

 

 

    専 門 官 証 票  

 

 

 

第   号    平 成   年   月   日 交 付  

             

 

 

 

 

 

専 門 官        氏              名  

 

 

 

 

厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 印  

 

 

 

 

 

 
（ 第 二 面 ）  

 

 

 

 

 

写  

 

 

 

                      年   月   日 生  

 

           刻  印  

 

 

真  

 

 

 

 

 

産 業 安 全   

労 働 衛 生    

産 業 安 全  

労 働 衛 生  

新旧別添３：改正後 



（ 第 三 面 ）  

 

労 働 安 全 衛 生 法 （ 抄 ）  

（ 目 的 ）   

第 １ 条  こ の 法 律 は 、労 働 基 準 法 ( 昭 和 2 2 年 法 律 第 4 9 号 ) と 相 ま つ て 、労 働 災 害 の

防 止 の た め の 危 害 防 止 基 準 の 確 立 、責 任 体 制 の 明 確 化 及 び 自 主 的 活 動 の 促 進 の 措

置 を 講 ず る 等 そ の 防 止 に 関 す る 総 合 的 計 画 的 な 対 策 を 推 進 す る こ と に よ り 職 場

に お け る 労 働 者 の 安 全 と 健 康 を 確 保 す る と と も に 、快 適 な 職 場 環 境 の 形 成 を 促 進

す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 産 業 安 全 専 門 官 及 び 労 働 衛 生 専 門 官 ）   

第 9 3 条  厚 生 労 働 省 、 都 道 府 県 労 働 局 及 び 労 働 基 準 監 督 署 に 、 産 業 安 全 専 門 官 及

び 労 働 衛 生 専 門 官 を 置 く 。   

２  産 業 安 全 専 門 官 は 、 第 3 7 条 第 １ 項 の 許 可 、 特 別 安 全 衛 生 改 善 計 画 、 安 全 衛 生

改 善 計 画 及 び 届 出 に 関 す る 事 務 並 び に 労 働 災 害 の 原 因 の 調 査 そ の 他 特 に 専 門 的

知 識 を 必 要 と す る 事 務 で 、 安 全 に 係 る も の を つ か さ ど る ほ か 、 事 業 者 、 労 働 者 そ

の 他 の 関 係 者 に 対 し 、労 働 者 の 危 険 を 防 止 す る た め 必 要 な 事 項 に つ い て 指 導 及 び

援 助 を 行 う 。  

 

 

（ 第 四 面 ）  

 

３  労 働 衛 生 専 門 官 は 、第 5 6 条 第 １ 項 の 許 可 、第 5 7 条 の ４ 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 勧

告 、第 5 7 条 の ５ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 示 、第 6 5 条 の 規 定 に よ る 作 業 環 境 測 定 に

つ い て の 専 門 技 術 的 事 項 、特 別 安 全 衛 生 改 善 計 画 、安 全 衛 生 改 善 計 画 及 び 届 出 に

関 す る 事 務 並 び に 労 働 災 害 の 原 因 の 調 査 そ の 他 特 に 専 門 的 知 識 を 必 要 と す る 事

務 で 、 衛 生 に 係 る も の を つ か さ ど る ほ か 、 事 業 者 、 労 働 者 そ の 他 の 関 係 者 に 対

し 、労 働 者 の 健 康 障 害 を 防 止 す る た め 必 要 な 事 項 及 び 労 働 者 の 健 康 の 保 持 増 進 を

図 る た め 必 要 な 事 項 に つ い て 指 導 及 び 援 助 を 行 う 。   

４  前 ３ 項 に 定 め る も の の ほ か 、産 業 安 全 専 門 官 及 び 労 働 衛 生 専 門 官 に つ い て 必 要

な 事 項 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 。  

 

（ 産 業 安 全 専 門 官 及 び 労 働 衛 生 専 門 官 の 権 限 ）   

第 9 4 条  産 業 安 全 専 門 官 又 は 労 働 衛 生 専 門 官 は 、 前 条 第 ２ 項 又 は 第 ３ 項 の 規 定 に

よ る 事 務 を 行 う た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、事 業 場 に 立 ち 入 り 、関 係 者 に 質

問 し 、 帳 簿 、 書 類 そ の 他 の 物 件 を 検 査 し 、 若 し く は 作 業 環 境 測 定 を 行 い 、 又 は 検

査 に 必 要 な 限 度 に お い て 無 償 で 製 品 、原 材 料 若 し く は 器 具 を 収 去 す る こ と が で き

る 。   

２  第 9 1 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 に つ い て 準 用

す る 。  

 

 

 

 



 

（ 第 五 面 ）  

 

(参 考 )   

  （ 労 働 基 準 監 督 官 の 権 限 ）  

第 9 1 条  （ 第 1 項 及 び 第 2 項  略 ）  

３  前 ２ 項 の 場 合 に お い て 、労 働 基 準 監 督 官 は 、そ の 身 分 を 示 す 証 票 を 携 帯 し 、関 係 者

に 提 示 し な け れ ば な ら な い 。   

４  第 １ 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 の 権 限 は 、犯 罪 捜 査 の た め に 認 め ら れ た も の と 解 釈 し

て は な ら な い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考  

１  第 １ 面 に お い て は 、 産 業 安 全 専 門 官 証 票 に あ つ て は 「 労 働 衛 生 」 を 、 労 働 衛 生 専 門 官

証 票 に あ つ て は 「 産 業 安 全 」 を 抹 消 す る こ と 。  

２  こ の 様 式 は 、 縦 7 . 0 セ ン チ メ ー ト ル 、 横 1 1 . 0 セ ン チ メ ー ト ル と す る こ と 。  

３  刻 印 に つ い て は 、 中 央 産 業 安 全 （ 労 働 衛 生 ） 専 門 官 に あ つ て は 厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局

印 、 地 方 産 業 安 全 （ 労 働 衛 生 ） 専 門 官 に あ つ て は 都 道 府 県 労 働 局 印 を 押 す も の と す る こ

と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 記 様 式  

 
（ 第 一 面 ）  

 

 

    専 門 官 証 票  

 

 

 

第   号    平 成   年   月   日 交 付  

             

 

 

 

 

 

専 門 官        氏              名  

 

 

 

 

厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 印  

 

 

 

 

 

 
（ 第 二 面 ）  

 

 

 

 

 

写  

 

 

 

                      年   月   日 生  

 

           刻  印  

 

 

真  

 

 

 

 

 

産 業 安 全   

労 働 衛 生    

産 業 安 全  

労 働 衛 生  

新旧別添３：改正前 



（ 第 三 面 ）  

 

労 働 安 全 衛 生 法 （ 抄 ）  

（ 目 的 ）   

第 １ 条  こ の 法 律 は 、労 働 基 準 法 ( 昭 和 2 2 年 法 律 第 4 9 号 ) と 相 ま つ て 、労 働 災 害 の

防 止 の た め の 危 害 防 止 基 準 の 確 立 、責 任 体 制 の 明 確 化 及 び 自 主 的 活 動 の 促 進 の 措

置 を 講 ず る 等 そ の 防 止 に 関 す る 総 合 的 計 画 的 な 対 策 を 推 進 す る こ と に よ り 職 場

に お け る 労 働 者 の 安 全 と 健 康 を 確 保 す る と と も に 、快 適 な 職 場 環 境 の 形 成 を 促 進

す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 産 業 安 全 専 門 官 及 び 労 働 衛 生 専 門 官 ）   

第 9 3 条  厚 生 労 働 省 、 都 道 府 県 労 働 局 及 び 労 働 基 準 監 督 署 に 、 産 業 安 全 専 門 官 及

び 労 働 衛 生 専 門 官 を 置 く 。   

２  産 業 安 全 専 門 官 は 、 第 3 7 条 第 １ 項 の 許 可 、 特 別 安 全 衛 生 改 善 計 画 、 安 全 衛 生

改 善 計 画 及 び 届 出 に 関 す る 事 務 並 び に 労 働 災 害 の 原 因 の 調 査 そ の 他 特 に 専 門 的

知 識 を 必 要 と す る 事 務 で 、 安 全 に 係 る も の を つ か さ ど る ほ か 、 事 業 者 、 労 働 者 そ

の 他 の 関 係 者 に 対 し 、労 働 者 の 危 険 を 防 止 す る た め 必 要 な 事 項 に つ い て 指 導 及 び

援 助 を 行 う 。  

 

 

（ 第 四 面 ）  

 

３  労 働 衛 生 専 門 官 は 、第 5 6 条 第 １ 項 の 許 可 、第 5 7 条 の ３ 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 勧

告 、第 5 7 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 示 、第 6 5 条 の 規 定 に よ る 作 業 環 境 測 定 に

つ い て の 専 門 技 術 的 事 項 、特 別 安 全 衛 生 改 善 計 画 、安 全 衛 生 改 善 計 画 及 び 届 出 に

関 す る 事 務 並 び に 労 働 災 害 の 原 因 の 調 査 そ の 他 特 に 専 門 的 知 識 を 必 要 と す る 事

務 で 、 衛 生 に 係 る も の を つ か さ ど る ほ か 、 事 業 者 、 労 働 者 そ の 他 の 関 係 者 に 対

し 、労 働 者 の 健 康 障 害 を 防 止 す る た め 必 要 な 事 項 及 び 労 働 者 の 健 康 の 保 持 増 進 を

図 る た め 必 要 な 事 項 に つ い て 指 導 及 び 援 助 を 行 う 。  

４  前 ３ 項 に 定 め る も の の ほ か 、産 業 安 全 専 門 官 及 び 労 働 衛 生 専 門 官 に つ い て 必 要

な 事 項 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 。  

 

（ 産 業 安 全 専 門 官 及 び 労 働 衛 生 専 門 官 の 権 限 ）   

第 9 4 条  産 業 安 全 専 門 官 又 は 労 働 衛 生 専 門 官 は 、 前 条 第 ２ 項 又 は 第 ３ 項 の 規 定 に

よ る 事 務 を 行 う た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、事 業 場 に 立 ち 入 り 、関 係 者 に 質

問 し 、 帳 簿 、 書 類 そ の 他 の 物 件 を 検 査 し 、 若 し く は 作 業 環 境 測 定 を 行 い 、 又 は 検

査 に 必 要 な 限 度 に お い て 無 償 で 製 品 、原 材 料 若 し く は 器 具 を 収 去 す る こ と が で き

る 。   

２  第 9 1 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 に つ い て 準 用

す る 。  

 

 

 

 



 

（ 第 五 面 ）  

 

(参 考 )   

  （ 労 働 基 準 監 督 官 の 権 限 ）  

第 9 1 条  （ 第 1 項 及 び 第 2 項  略 ）  

３  前 ２ 項 の 場 合 に お い て 、労 働 基 準 監 督 官 は 、そ の 身 分 を 示 す 証 票 を 携 帯 し 、関 係 者

に 提 示 し な け れ ば な ら な い 。   

４  第 １ 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 の 権 限 は 、犯 罪 捜 査 の た め に 認 め ら れ た も の と 解 釈 し

て は な ら な い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考  

１  第 １ 面 に お い て は 、 産 業 安 全 専 門 官 証 票 に あ つ て は 「 労 働 衛 生 」 を 、 労 働 衛 生 専 門 官

証 票 に あ つ て は 「 産 業 安 全 」 を 抹 消 す る こ と 。  

２  こ の 様 式 は 、 縦 7 . 0 セ ン チ メ ー ト ル 、 横 1 1 . 0 セ ン チ メ ー ト ル と す る こ と 。  

３  刻 印 に つ い て は 、 中 央 産 業 安 全 （ 労 働 衛 生 ） 専 門 官 に あ つ て は 厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局

印 、 地 方 産 業 安 全 （ 労 働 衛 生 ） 専 門 官 に あ つ て は 都 道 府 県 労 働 局 印 を 押 す も の と す る こ

と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


